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「所得税「所得税およびおよび復興特別所得税の確定申告・町県民税申告」復興特別所得税の確定申告・町県民税申告」のお知らせのお知らせ

　医療費控除・セルフメディケーション税制の領収書（レシート）について
領収書（レシート）の添付・提示に代わり、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の
明細書」（令和２年1月から12月の間に支払ったもの）を記入し、提出していただくこととなりました。これ
らの様式は、役場税務課（各振興事務所）、税務署窓口または町および国税庁のホームページからも取得できま
すのでご利用ください。

なお、「医療費控除の明細書」は医療保険者から交付を受けた医療費通知などを提出することで記入を省略
することができます。（医療費通知の内容によっては省略できない場合もあります。）

また、どちらの控除も、領収書等はご自宅で5年間保管していただき、税務署から提示等の求めがあった際
は応じなければなりません。
• セルフメディケーション税制の明細書には、健康への保持増進および予防への取組を行ったことを明らかに

する書類、医療費等のうち保険金などで補填される金額のわかるものが必要となります。
• 医療費控除とセルフメディケーション税制は、選択制です。どちらか一方のみの控除を受けることができます。
　※医療費等領収書の添付または提示では受付できません。

　申告に必要なもの
●印鑑（朱肉を使うもの）
●給与所得、公的年金に係る雑所得の源泉徴収票の原本　
●所得控除を受けるために必要な証明書、領収書など（令和２年1月から12月分のもの）
　•生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書
　•社会保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料等の控除証明書または領収書
　•配偶者所得のわかるもの
　•障害者控除を受ける方は身体障害者手帳や療育手帳など
　• 寄附金控除に伴うふるさと納税などの「寄附を証明する書類（受領書）」（ワンストップ特例制度を利用され
た場合でも、医療費控除などにより確定申告を行う場合は、ワンストップ特例制度は無効となるため、同
時に寄附金控除の申告を行う必要があります。）

●申告者本人名義の金融機関名および口座番号がわかるもの（所得税の還付を受ける場合）
●利用者識別番号がわかるもの（お持ちの方のみ）
● マイナンバーカードまたは個人番号通知カード（令和2年5月25日以降記載内容に変更がないカードのみ）

もしくはマイナンバーが記載された住民票（写）※扶養親族となる方のマイナンバーも必要となります。
●申告される方の運転免許証等本人確認ができる書類
　※�代理でご家族の申告をされる場合は、ご家族ご本人の「マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
（令和2年5月25日以降記載内容に変更がないカードのみ）」および「本人確認書類」が必要です。

● 「確定申告のお知らせ」（はがきまたは通知書）または町県民税の申告書（税務署または役場から送付された方のみ）

◆お願い◆
　申告期間中は会場が大変混雑します。混雑緩和のため次の点にご協力ください。
• 営業・不動産・農業所得のある方は、収支内訳書を事前に作成し持参してください。
　 収支内訳書については、役場税務課（各振興事務所）または国税庁のホームページからも取得できますので

ご利用ください。
• 「医療費控除の明細書」は、医療機関・薬局・かかった人毎に集計、記入してください。明細書については、

役場税務課（各振興事務所）、税務署窓口または、町および国税庁のホームページからも取得できますので、
ご利用ください。

　揖斐川町ホームページ��https://www.town.ibigawa.lg.jp　　国税庁ホームページ��https://www.nta.go.jp
•�「収支内訳書」の事前作成や「医療費控除の明細書」などの集計ができていない場合は、申告相談をお受けで
きない場合があります。

【お問い合せ】揖斐川町税務課　℡２２－２１１１

「所得税および復興特別所得税の確定申告・町県民税申告」のお知らせ
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「所得税「所得税およびおよび復興特別所得税の確定申告・町県民税申告」復興特別所得税の確定申告・町県民税申告」のお知らせのお知らせ

申告受付期間　２月16日（火）～３月15日（月）※土・日・祝日を除く
申告相談会場および受付対象地区は、本誌18ページのとおりです

町県民税の申告書は、2月上旬頃郵送予定です。申告書が届かなくても必要な方は申告してください。
申告には、所得税および復興特別所得税の確定申告（国税）と町県民税申告（地方税）がありますが、所得税およ

び復興特別所得税の確定申告をされますと、同時に「町県民税申告」がされたものとみなされます。

所得税および復興特別所得税の確定申告が必要な方

（１）　事業所得（営業・農業）や不動産所得（地代・家賃等）があった方
（２）　給与所得者のうち、たとえば、次のような方が該当します。
　　①　お勤め先で年末調整を受けていない方
　　②　 ２カ所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった給与収入金額と、給与所得および退職

所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方
　　③　給与所得者の方で給与などの収入金額の合計額が2,000万円を超える方

（３）　 土地、建物、株などの売却による譲渡所得のあった方（但し、上場株式の譲渡所得で、特定口座の取
引で源泉徴収されている場合は、申告しなくても差し支えありません。）

（４）　 上記以外の方でも医療費控除、寄附金控除または雑損控除など各種控除を受けたい場合や、雑所得や
一時所得など各種所得の合計額から所得控除を差し引いて残額のある方などは、確定申告をする必要
があります。

町県民税申告が必要な方

　令和３年１月１日現在、揖斐川町内に住所のある方で、次の①～③のすべてに当てはまる方
①　所得税および復興特別所得税の確定申告をされない方
②　給与所得のあった方で勤務先から役場へ「給与支払報告書」の提出のない方
　※提出の有無は勤務先にご確認ください。
③　営業、地代、家賃、配当、農業、年金などの所得があった方
注） 令和２年中に所得がなかった方でも、申告が必要な場合があります。（生活状況等を記入して申告して

いただくこととなります。）
•国民健康保険に加入している方（国民健康保険税の計算に必要となります。）
•所得に関する証明書が必要な方（ 国民年金保険料免除申請、福祉医療、児童扶養手当などの公的扶助､ 町営住宅入居、

幼児園入所、教育等に関する申請に必要となる場合があります。）

年金受給者の確定申告不要制度

　公的年金等を受給されている方で、次の①・②のどちらにも当てはまる方は確定申告が不要です。
①　公的年金等の収入金額が400万円以下の方（複数から受給されている場合は、その合計額です。）
②　当該年金以外の他の所得金額の合計が20万円以下の方
　注）所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要となります。
　　※ 確定申告書の提出を要しない場合であっても、公的年金等に係る雑所得以外に所得のある方や控除内

容に変更または追加のある方などは、町県民税の申告が必要になる場合があります。
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令和２年分申告相談会場・日程令和２年分申告相談会場・日程
■揖斐川地域
月 日 曜日 地区 時間・会場

２

16 火 北方

9時～16時
※土・日・祝日
　を除く。

揖斐川町役場

17 水 大和（上南方）

18 木 大和
（若松・房島・極楽寺）

19 金 𦙾永
22 月 清水

24 水 小島
（上野・白樫・市場・瑞岩寺）

25 木 小島
（上記以外の地区）

26 金 揖斐

３

1 月 揖斐

2
～
15

火
～
月
揖斐川地域全域

■谷汲地域　※今年から受付時間が15時までとなります。
月 日 曜日 地区 時間・会場

２

16 火 神原・木曽屋・有鳥

9時～15時
※土・日・祝日
　を除く。

谷汲振興事務所

17 水 高科・岐礼・沖野
18 木 府内・上長瀬
19 金 下長瀬・赤石・山田
22 月 深坂
24 水 大洞
25 木 名礼
26 金 徳積

3/1

～

3/15

月
～
月
谷汲地域全域

■春日地域　※今年から受付時間が15時までとなります。
月 日 曜日 地区 時間・会場

２

16 火 滝・樫・上ヶ流

9時～15時
※土・日・祝日
　を除く。

春日振興事務所

17 水 下ヶ流
18 木 香六・古屋
19 金 小宮神
22 月 川合・中山
24 水 美束

2/25

～

3/15

木
～
月
春日地域全域

■久瀬地域　※今年から受付時間が15時までとなります。
月 日 曜日 地区 時間・会場

2/16
～

3/15

火
～
月
久瀬地域全域

9時～15時
※土・日・祝日
　を除く。

久瀬振興事務所

■藤橋地域　※今年から受付時間が15時までとなります。
月 日 曜日 地区 時間・会場

2/16

～

3/15

火
～
月
藤橋地域全域

9時～15時
※土・日・祝日
　を除く。

藤橋振興事務所

■坂内地域　※今年から受付時間が15時までとなります。
月 日 曜日 地区 時間・会場

2/16

～

3/15

火
～
月
坂内地域全域

9時～15時
※土・日・祝日
　を除く。

坂内振興事務所

◆期間中は、大垣市民会館で税務署の確定申告相談が開設されますのでご利用ください。
　９時～ 17時。（土・日・祝日を除く）※今年はコロナ対策で「入場整理券」が必要です。
　〔お問い合せ〕大垣税務署　個人課税部門　℡0584-78-4104（直通）
◆�譲渡所得（土地・建物・株式を売った場合など）のある方や、初めて住宅ローン控除を受ける方、贈与税・
消費税・青色申告の方については、「大垣市民会館」で申告を受け付けております。
　揖斐川町役場および各振興事務所では受け付けできません。

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策にご協力ください。
◆咳・発熱等の症状がある方や、体調のすぐれない方は来庁をご遠慮ください。
◆入場の際に検温を行います。37.5度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。
◆�来庁される際は、感染拡大防止策をご理解の上、マスクの着用、手洗い（手指消毒液の利用）など感染防止へのご協
力をお願いします。
◆来庁される際は、できる限り少人数でお越しください。
◆会場入口にて、ご来場された方のお名前、連絡先を記入していただきます。
◆�新型コロナウイルス感染症の防止対策により、「三密」を避けるためにも、自宅でスマホやパソコンでも作成・提出
ができますのでご協力をお願いします。詳細は、国税庁ホームページ　https://www.nta.go.jp
◆混雑状況により、後日の来場をお願いすることがあります。
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　人件費とは・・・　
人件費とは、職員の給与・手当そのほか、町長・議員な
どの特別職の給料・報酬、各種委員報酬など、またこれら
に伴う各組合への負担金などのことをいいます。
令和元年度の決算では次のようになります。

■令和元年度人件費の状況� （単位：千円）
歳出総額（A） 人件費（B） 人件費以外
14,312,702 1,515,974 12,796,728

・人件費率（B/A）　10.6％

　給与とは・・・　
職員が勤労を提供し、その対価として得るものが「給与」
です。給与は、経験年数や学歴、勤務成績などにより決定
される「給料」とこれを補完する「各種手当」とに分けられ
ます。各種手当とは扶養手当、通勤手当、住居手当、期末
勤勉手当、時間外勤務手当などのことです。

■職員給与の予算の状況
	 令和２年４月１日現在（単位：千円）
職員数（A） 給　料 職員手当 期末勤勉手当
246 人 867,771 142,320 339,740

給与費計（B） 一人当たり給与費（B/A）
1,349,831 5,487

※職員手当には退職手当は含まれていません。

　職員の平均給与額は・・・　
	 令和２年４月１日現在

区　分 平均給与月額 平均年齢
一般行政職 334,054 円 45.07 歳
技能労務職 244,347 円 55.11 歳

　初任給は・・・　
初任給は、新規学卒者のように前職がない場合には下記
の表のとおり決定されます。
■初任給の状況（一般行政職）	 令和２年４月１日現在

区　分 決定初任給
大学卒 182,200 円
短大卒 163,100 円
高校卒 150,600 円

　級別職員数の状況　
	 令和２年４月１日現在
区　分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

合計標準的職務
内　　　容 主事 主任 係長・

主査
課長
補佐

課長・
主幹 次長 部長

職員数（人） 36 16 95 24 27 11 8 217

構成比（％） 16.6 7.4 43.8 11.0 12.4 5.1 3.7 100.0
（注）	揖斐川町職員の給与に関する条例の給料表区分に基づく

再任用職員、技能労務職、医療職を除く職員数です。

　特別職の報酬等の状況　
	 令和２年４月１日現在

区　分 給与月額 期末手当

給
　
料

町　長 750,000 円 	 6 月期　　2.25 月分
12 月期　　	2.2 月分
	 	 計　　　4.45 月分副町長 600,000 円

区　分 給与月額 期末手当

報
　
酬

議　長 300,000 円
	 6 月期　　	2.25 月分
12 月期　　		2.2 月分
	 	 計　　　	4.45 月分

副議長 260,000 円

議　員 250,000 円

　職員手当の状況　
	 令和２年４月１日現在
区　分 期　末 勤　勉

期末・勤勉
手 当 支 給
割　　　合

	6 月期 　	1.3 月分 0.95 月分
12 月期 　1.25 月分 0.95 月分

職務上の段階などに応じた加算措置 ･･･ 有

退職手当
（支給率）

退職事由 自己都合 定年・応募認定
勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分
最高限度額 47.709 月分 47.709 月分
その他の加算措置
　定年前早期退職特例措置（2～ 30%加算）

扶養手当

配偶者は月額 6,500 円
子は月額　		10,000 円
その他の扶養親族は 1人につき月額 6,500 円
16 歳から 22 歳の子には月額 5,000 円加算

住居手当 月額 16,000 円を超える家賃の額に応じ、
最高で 28,000 円まで

通勤手当

①交通機関等利用者
　運賃相当額に応じ最高 55,000 円まで
②自動車等使用者
　片道２㎞以上の職員に対して、距離に応じ
　月額 2,000 円から 31,600 円まで

　職員数の状況　
	 各年 4 月 1日現在

区　　　分
職　　員　　数

増減
令和元年度 令和２年度

一 般 行 政 部 門 220 人 213 人 ▲７
教 育 部 門 28 人 26 人 ▲２
公営企業等部門 ７人 ６人 ▲１

合　計 255 人 245 人 ▲10

揖斐川町職員の給与を公表します
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日
を
も
っ
て
、
住
宅
用

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
の
補
助
制
度
を

廃
止
し
ま
す
。

廃
止
に
伴
い
、
補
助
金
申
請
の
受
付
を
令

和
３
年
３
月
31
日
ま
で
と
し
ま
す
。

申
請
の
手
続
き
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
担

当
課
に
お
問
い
合
せ
い
た
だ
く
か
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、
当
補
助
制
度
は
、
予
算
の
範
囲
内

（
先
着
順
）
で
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
申
請

を
お
断
り
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
予
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
先
】

揖
斐
川
町
役
場
住
民
生
活
課

℡
２
２
‒
２
１
１
１（
内
線
２
２
３
）

 

快
適
な
生
活
環
境
の
た
め
に

�

下
水
道
接
続
を
！

 

揖
斐
川
町
生
ご
み
減
量
化
対
策
事
業

補
助
金
制
度
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

揖
斐
川
町
で
は
、
生
ご
み
の
減
量
化
対
策

と
し
て
、
生
ご
み
処
理
機
・
コ
ン
ポ
ス
ト
容

器
を
購
入
し
た
際
に
、
購
入
金
額
の
２
分
の

１（
５
万
円
限
度
・
百
円
未
満
切
捨
）
を
補

助
し
て
い
ま
す
が
、
令
和
３
年
４
月
か
ら
、

過
去
に
補
助
金
を
受
け
た
方
で
も
、
前
回
の

申
請
日
か
ら
５
年
が
経
過
し
て
い
れ
ば
、
再

度
、
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

※
令
和
３
年
４
月
以
降
に
購
入
さ
れ
た
も
の

に
限
り
ま
す
。

な
お
、
当
補
助
制
度
は
、
予
算
の
範
囲
内

（
先
着
順
）
で
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
申
請

を
お
断
り
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
予
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
先
】

揖
斐
川
町
役
場
住
民
生
活
課

℡
２
２
‒
２
１
１
１（
内
線
２
２
３
）

 

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

町
営
住
宅
の
入
居
者
を
次
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

① 

緑
ヶ
丘
住
宅　
２
戸

・
住　

所　

揖
斐
川
町
和
田
３
８
６
番
地

・
建
設
年
度　

昭
和
60
年
度

・
中
層
耐
火
構
造
３
階
建　

３
Ｄ
Ｋ

・
駐
車
場　

１
台

・
家　

賃　

１
６
，
２
０
０
円
～

　

・
そ
の
他　

浴
槽
、
風
呂
が
ま
は
入
居
者

の
持
ち
込
み
に
な
り
ま
す
。

■
敷
金　
家
賃
の
３
か
月
分

■
入
居
条
件

・
現
在
同
居
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る

親
族（
婚
約
者
含
む
）
が
あ
る
こ
と
。

・
市
町
村
民
税
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
納
付

金
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

・
家
賃
の
ほ
か
に
共
益
費（
下
水
の
使
用
料
・

共
用
部
分
の
電
気
料
な
ど
）、
敷
金
が
必

要
で
す
。

・
所
得
条
件
あ
り

※
詳
し
く
は
窓
口
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
募
集
期
間　

　

２
月
１
日（
月
）
～
２
月
15
日（
月
）

※
土
日
祝
日
を
除
く

■
入
居
予
定
日

令
和
３
年
３
月
下
旬
を
予
定

② 

島・さ
つ
き（
北
方
）住
宅
お
よ
び
、谷
汲・

春
日
・
久
瀬
・
藤
橋
・
坂
内
地
域
内
の

各
町
営
住
宅
は
、
随
時
募
集
を
し
て
い

ま
す
。

※
詳
し
く
は
窓
口
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
】

揖
斐
川
町
役
場
建
設
課　

℡
２
２
‒
２
１
１
１（
内
線
３
１
６
）

 

快
適
な
生
活
環
境
の
た
め
に

�

下
水
道
接
続
を
！

 

Ｎネ
ッ
トｅ
ｔ
１１９（
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
）
の

�

運
用
を
開
始
し
ま
す

令
和
３
年
３
月
１
日
か
ら
、
携
帯
電
話
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

回
線
を
利
用
し
て
音
声
に
よ
ら
な
い
119
通
報

が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス「
Ｎ
ｅ
ｔ
119
」
の
運
用

を
開
始
し
ま
す
。

◇
登
録
対
象
者

揖
斐
川
町
に
在
住
ま
た
は
通
勤
・
通
学
さ

れ
て
い
る
方
で
、
聴
覚
や
言
語
機
能
に
障
が

い
が
あ
る
な
ど
、
音
声
に
よ
る
119
番
通
報
が

困
難
な
方
。

【
お
問
い
合
せ
】

揖
斐
郡
消
防
組
合
消
防
本
部

℡
３
２
‒
０
１
１
９

℻
３
５
‒
２
７
９
７

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　

sirei@
fd-ibi.jp

 

快
適
な
生
活
環
境
の
た
め
に

�

下
水
道
接
続
を
！

 

身
体
障
が
い
者
な
ど
の
自
動
車
税（
種
別

割
）の
減
免
申
請
窓
口
が
開
設
さ
れ
ま
す

身
体
障
が
い
者
、
戦
傷
病
者
、
知
的
障
が

い
者
ま
た
は
精
神
障
が
い
者
の
方
が
所
有
す

る
自
動
車（
軽
自
動
車
を
除
く
）
の「
自
動
車

税（
種
別
割
）
減
免
申
請
臨
時
窓
口
」
が
次

の
と
お
り
開
設
さ
れ
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

■
日
時　
３
月
３
日（
水
）、
３
月
17
日（
水
）

	

９
時
～
15
時
30
分

■
場
所　
揖
斐
総
合
庁
舎
４
階
４
Ｃ
会
議
室

■
対
象
者

①
新
規
に
申
請
す
る
方
。

②
現
在
減
免
を
受
け
て
お
り
、
自
動
車
税
事

務
所
か
ら
の
減
免
案
内
は
が
き
で「
変
更

あ
り
」
と
回
答
し
た
方
。

※
令
和
元
年
10
月
か
ら
減
免
の
対
象
範
囲
が

拡
充
さ
れ
ま
し
た
。
詳
し
く
は
、
左
記
に

て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
臨
時
窓
口
・
お
問
い
合
せ
】

岐
阜
県
西
濃
県
税
事
務
所

℡
０
５
８
４
‒
７
３
‒
１
１
１
１

	

（
内
線
２
４
４
、２
４
５
）

岐
阜
県
自
動
車
税
事
務
所

℡
０
５
８
‒
２
７
９
‒
３
７
８
１

揖
斐
郡
消
防
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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揖斐川町恋のかけ橋ルーム
WhiteDay 大人の恋活 ほっこりお茶会

まで
２.19

受付

参 加 費
男性　2,000 円　女性　1,000 円
申 込 み
申込用紙をメール、郵送又は持参にてご提出ください。
※申込用紙は、ホームページからダウンロードしていただくか、
　未来戦略室窓口でお渡しします。

日　   時
令和３年 3月 14日 ( 日 )
　１３：００～１６：００
対 象 者
40 歳以上の独身の方
集合場所
揖斐川町内
※参加者決定後にお知らせします。

初めての方も、お一人様でも大丈夫。あまーいスイーツと共にホワイトデーの１日を楽しみませんか？

◇
大
和
小
学
校
へ

12
月
25
日（
金
）、
故
・
春は

る

山や
ま

蒼そ
う

天た

君
の

ご
両
親
、
父
・
春
山
大だ
い

樹き

様
、
母
・
佑ゆ

茉ま

様
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
と

し
て
、
空
気
清
浄
機
８
台
を
寄
贈
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

◇
揖
斐
川
町
役
場
へ

12
月
25
日（
金
）
ハ
ー
ト
ピ
ア
谷
汲
の
杜

か
ら
、
役
場
庁
舎
の
正
月
飾
り
と
し
て
門
松

を
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ス
ポ
ー
ツ
優
秀
者
激
励
会

	

大
会
に
出
場
さ
れ
る
方
の
激
励
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

◇
２
０
２
０
年
度【
全
国
大
会
】

　
Ｊ
Ｆ
Ａ
第
26
回
全
日
本
Ｕ
15

　
フ
ッ
ト
サ
ル
選
手
権
大
会　
出
場

若
わか

園
ぞの

大
り

陸
く

さん（FC　Re：star所属）
若
わか

園
ぞの

篤
あつ

成
なり

さん（FC Re：star所属コーチ）

◇
２
０
２
０
フ
ジ
パ
ン
Ｃ
Ｕ
Ｐ

　
ユ
ー
ス
Ｕ
12

　
少
女
サ
ッ
カ
ー
東
海
大
会　
出
場

武
む

藤
とう

涼
すず

葉
は

さん
（西濃女子アカデミー所属）

◇
Ｊ
Ｆ
Ａ
第
44
回
全
日
本
Ｕ
12

　
サ
ッ
カ
ー
選
手
権
大
会　
出
場

髙
たか

田
だ

時
じ

歩
ぶ

輝
ら

さん
（翼ＳＣレインボー垂井所属）

◇
令
和
２
年
度　
第
52
回

　
全
国
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

　
交
歓
大
会　
岐
阜
県
予
選　
出
場揖斐ミニバスケットボール少年団
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寿
長
ご

さ
ん

12
月
の

山
やま

口
ぐち

　つた子
こ

 さん
95歳（三輪）

宮
みや

川
かわ

　太
た

郎
ろう

 さん
95歳（北方）

こ
の
度
、
次
の
方
が
長
寿
者
褒
賞
を
受

け
ら
れ
、長
寿
の
お
祝
い
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
お
元
気
で
長
生
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

次
の
方
は
、
お
名
前
の
み
掲
載
さ
せ
て

た
だ
き
ま
す
。

林は
や
し　
ふ
み
　
さ
ん（
若
松
）
95
歳

有

料

広

告

欄

 

ニ
セ
電
話
詐
欺
に
注
意
！

県
内
の
ニ
セ
電
話
詐
欺
に
つ
い
て
、
11
月

末
現
在
で
、
認
知
件
数
は
１
４
１
件（
昨
年

比
＋
39
件
）、
被
害
額
は
約
２
億
６
千
万
円

（
昨
年
比
＋
約
１
千
４
０
０
万
円
）
と
、
認

知
件
数
、被
害
額
と
も
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

ま
た
揖
斐
郡
内
に
お
い
て
は
、
昨
年
、
約

４
０
０
万
円
の
現
金
を
だ
ま
し
取
ら
れ
る
被

害
が
発
生
し
ま
し
た
。

■
被
害
の
特
徴

・
65
歳
以
上
の
方
が
、
全
体
の
約
８
割
を
占

め
て
い
る
。

・
被
害
者
の
約
８
割
が
女
性
で
あ
る
。

・
金
銭
の
要
求
方
法
は
、
固
定
電
話
へ
の
着

信
が
入
り
口
と
な
っ
て
お
り
、
現
金
を
だ

ま
し
取
ろ
う
と
す
る
手
口
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。

■
ニ
セ
電
話
へ
の
対
応
策

・
着
信
前
に
相
手
へ
警
告
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ア

ナ
ウ
ン
ス
す
る
機
能
を
有
す
る「
自
動
電

話
録
音
警
告
機
」
の
設
置

・
在
宅
中
で
も
留
守
番
電
話
に
設
定
す
る
。

　

電
話
に
出
て
被
害
に
遭
う
傾
向
が
多
い
の

で
、
不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
ら
、

電
話
を
す
ぐ
切
断
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、『
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
預
か
り
ま

す
』『
使
用
で
き
ま
せ
ん
』
な
ど
の
文
言
は
詐

欺
の
手
口
で
す
の
で
、
騙
さ
れ
な
い
よ
う
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

【
お
問
い
合
せ
】

揖
斐
警
察
署

℡
２
３
‒
０
１
１
０

 

快
適
な
生
活
環
境
の
た
め
に

�

下
水
道
接
続
を
！

 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

�

お
知
ら
せ

■
令
和
３
年
度
事
業
お
よ
び

�

入
会
説
明
会
の
開
催

２
月
中
旬
よ
り『
令
和
３
年
度
事
業
お
よ

び
入
会
説
明
会
』
を
揖
斐
、
谷
汲
、
春
日
、

久
瀬
、
坂
内
、
藤
橋
地
区
に
て
開
催
し
ま
す
。

感
染
症
の
感
染
拡
大
予
防
の
た
め
、少
人
数
、

短
時
間
で
の
開
催
と
な
り
ま
す
。
新
規
入
会

希
望
の
方
は
、
事
務
局
ま
で
お
電
話
で
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。
詳
細
を
お
伝
え
し
ま
す
。

■
お
仕
事
の
受
付

自
分
で
は
無
理
だ
が
プ
ロ
に
頼
む
ま
で
も

な
い
仕
事
な
ど
、
お
困
り
の
時
に
は
ま
ず
は

お
電
話
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
お
見
積
り

は
無
料
で
す
。
得
意
な
会
員
が
対
応
い
た
し

ま
す
。

派
遣
事
業
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。
会
社
で

短
期
間
・
短
時
間
だ
け
人
手
が
ほ
し
い
と
い

う
事
業
主
様
も
、
是
非
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
仕
事
例
）

＊
草
刈
り
・
草
取
り　
　

＊
襖
・
障
子
・
網
戸
張
り

＊
資
源
ゴ
ミ
等
の
分
別　
　
　

＊
病
院
等
の
付
き
添
い　
　

＊
家
事
援
助（
洗
濯
、
掃
除
、
窓
拭
き
、
食

事
作
り
、
買
い
物
、
片
付
け
等
）　

＊
軽
作
業　
　

＊
社
内
清
掃　

そ
の
他
の
仕
事
も
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
お
問
い
合
せ
】

揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

揖
斐
川
町
福
祉
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
２
階

℡
２
３
‒
０
９
０
７


